
議案第７５号 ⼩松島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の 
一部を改正する条例について

《改正の趣旨》

引用している附則の規定が、本来引用すべき規定とずれているため、所要の改正を行うもの。

小松島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年小松島市条例第38号)新旧対照表 

現行 改正後（案） 備考

(利用定員) (利用定員) 

第37条 特定地域型保育事業(事業所内保育事業を除く。)の利用定

員(法第29条第1項の確認において定めるものに限る。以下この

章において同じ。)の数は，家庭的保育事業にあっては1人以上5
人以下，小規模保育事業A型(家庭的保育事業等の設備及び運営

に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)第28条に規定する

小規模保育事業A型をいう。第42条第3項第1号において同じ。)
及び小規模保育事業B型(同省令第31条に規定する小規模保育事

業B型をいう。第42条第3項第1号において同じ。)にあっては6
人以上19人以下，小規模保育事業C型(同省令第33条に規定する

小規模保育事業C型をいう。附則第4条において同じ。)にあって

は6人以上10人以下，居宅訪問型保育事業にあっては1人とする。 

第37条 特定地域型保育事業(事業所内保育事業を除く。)の利用定

員(法第29条第1項の確認において定めるものに限る。以下この

章において同じ。)の数は，家庭的保育事業にあっては1人以上5
人以下，小規模保育事業A型(家庭的保育事業等の設備及び運営

に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)第28条に規定する

小規模保育事業A型をいう。第42条第3項第1号において同じ。)
及び小規模保育事業B型(同省令第31条に規定する小規模保育事

業B型をいう。第42条第3項第1号において同じ。)にあっては6
人以上19人以下，小規模保育事業C型(同省令第33条に規定する

小規模保育事業C型をいう。附則第3条において同じ。)にあって

は6人以上10人以下，居宅訪問型保育事業にあっては1人とする。 
改正

2 （略） 2 （略） 
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